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招 集 期 日 令 和 3 年 11 月 10 日 (水 ) 会議の場所 301会議室 

会議の時刻 開会の時刻  午後 1時 30分 開 会 者 教 育 長 

及び宣告者 閉会の時刻  午後 2時 25分 閉 会 者 教 育 長 

委 員 出 席 状 況 

氏 名 摘 要 氏 名 摘 要 

秋 本 文 子 教 育 長 出 席   平 野 博 之 委 員 出  席 

柿沼拓弥教育長職務代理者 出 席 岩 﨑 智 子 委 員 出  席 

 髙 瀬 賢 一 委 員 出 席   

議 事 参 与 者 及 び 

説明のための出席者 

細村学校教育部長 清水生涯学習部長 須永教育総務課長 橋本学校教育課長 

田中学校給食センター所長 今成生涯学習課長 佐藤スポーツ振興課長 根岸図書館長兼郷土資料館長 

書 記 名 教育総務課総務係 横山 傍聴人 無し 

会議事件名 て ん 末 

 

 

 

 

 

開 会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日程第 1  

再任委員の紹介  

 

教育総務課長 

 

 

 

 

教育長 

 

 

 

 

 

 

 

 

教育長 

 

 

教育長 

本日、傍聴人は無い。 

 

11月定例教育委員会を開会 

 

 

教育委員会の会議は公開が原則となっているが、人事に関す

る案件等について出席委員の 3 分の 2 以上の多数で議決した場

合は非公開とすることができる。本日の日程の中で、報告事項

1 は未確定の意思決定情報のため、議案第 60 号及び議案第 61

号は議会の議決を経るべき議案のため非公開としてよろしい

か。 

 

異議なしの声あり 

 

 報告事項 1、議案第 60号及び議案第 61号を非公開とする。 

 

 

 去る 10 月 19 日をもって任期が満了した平野委員は、9 月 27

日に市議会の同意を得て 10 月 20 日付けで市長から任命され、

再任となった。 
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会議事件名 て ん 末 

 

 

 

日程第 2 

前回会議録の承認  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日程第 3 

報告事項 2 

令和 4年羽生市成人

式の開催について  

 

 

 

 

教育長 

 

 

 

 

 

 

教育長 

 

 

 

 

生涯学習課長 

 

（平野委員 あいさつ） 

 

 

10月定例教育委員会の会議録について諮った 

 

異議なしの声あり 

 

前回会議録は、承認された旨宣した。 

 

 

報告事項 1は、会議を非公開とするため、報告事項の最後に

報告とする。 

報告事項 2及び 3について、生涯学習課長から説明を求めた。 

 

 

羽生市成人式は、新成人の門出を祝い、励ますとともに、大

人としての自覚を促すことを趣旨として、開催するものである。 

令和 4年は、前年と同様に新型コロナウイルス感染症防止対

策を十分に講じた上で、令和 4年 1月 9日に羽生市産業文化ホ

ールにて開催する。対象者は、平成 13年 4月 2日から平成 14

年 4月 1日までに生まれ、羽生市に住所を有する方であるが、

申し出があった場合は、市外への転出者等も参加可能である。 

該当者は、令和 3 年 10 月 20 日現在で、男 329 名、女

295 名、合計 624 名となっているが、今後は、埼玉県の成

人式に関する調査の基準日である 11 月 1 日現在の該当者

数の、男 330 名、女 296 名、合計 626 名として公表してい

く。 

 式典当日の日程は、「オープニング」として、実行委員

が作成した各中学校の思い出ムービーなどを上映した後、

式典を開催し、式典終了後、中学校ごとの記念撮影を行う

予定である。また、新型コロナウイルス感染症の再拡大等

を想定し、会場参集型の開催が中止となった場合などに備

え、昨年と同様にオンライン配信も行う。  

開催に際しての新型コロナウイルス感染症防止対策は、

マスクの着用、手指消毒及び検温後に受付を行い、会場内 
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会議事件名 て ん 末 

 

 

 

 

 

 

 

 

報告事項 3 

北 埼 玉 地 区 P T A連 絡

協議会役員等研修会

兼 羽 生 市 P T A連 合 会

家庭教育研修会の開催

について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

報告事項 4 

羽生市フロアカーリング

大会の開催について  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生涯学習課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教育長 

 

 

スポーツ振興課長 

 

では座席を 1 席空けて着席することとする。また、新型コ

ロナウイルス接触確認アプリ「COCOA」、埼玉県 LINE コロ

ナお知らせシステムのダウンロードを推奨する。密を避け

るために原則保護者の入場は不可とし、記念撮影時の私語

厳禁など、対策を徹底する。来賓の人数も昨年と同様に縮

小し、20 名とする。 

 

 

本研修会は、家庭教育の重要性を再認識するとともに、

子育てに必要な知恵を学び、家庭・学校・地域が一体とな

って安心して子育てできる環境づくりを推進することや、

PTA の会員としての資質を高め、PTA 活動の活性化を図る

ことを趣旨として開催する。 

今回は、羽生市が北埼玉地区 PTA 連絡協議会における研

修担当であるため、同協議会と羽生市 PTA 連合会の研修会

を兼ねる形で開催する。 

IPU・環太平洋大学教授、お茶の水女子大学名誉教授の

内田伸子氏に講師を依頼し、「AI に負けない力を育む～こ

とばは子どもの未来を拓く～」と題して講演をいただく。

講演は事前に動画撮影し、YouTube にて配信する。 

講演動画は限定公開とし、受講者である加須市・行田

市・羽生市の各小・中学校 PTA 会員は、動画を視聴する際

に必要な QR コードを入手した上で、任意の時間・場所で

視聴する。配信期間は、12 月 1 日から 12 月 12 日までの

12 日間である。 

 

 

報告事項 4について、スポーツ振興課長から説明を求めた。 

 

 

本大会は、気軽に自由に楽しめるニュースポーツとして普及

してきた「フロアカーリング」を通し、生涯スポーツの推進を

図ることを趣旨として開催するもので、今回で17回目を迎える。 

令和 4年 1月 16日に羽生市体育館にて開催し、参加対象者は、

市内在住・在勤・在学者である。 
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会議事件名 て ん 末 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

報告事項 5 

リサイクルフェアの

中止について  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

報告事項 6 

その他  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教育長 

 

 

 

図書館長兼郷土資料館長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教育長 

 

 

スポーツ振興課長 

 

 

昨年度は、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から中

止となったため、2年ぶりの開催となる。従来は 96 チームが参

加し、午前中は予選、午後は決勝トーナメントを実施していた

が、今回は感染リスクを極力抑えるため、募集チーム数を 40チ

ームに縮小し、コート間の距離を十分確保して競技を行い、午

前中で終了する予定である。 

感染症防止対策としては、参加者全員が大会 2 週間前から体

調管理チェックシートを記録し、当日に提出する。また、検温、

手指消毒、マスクを着用した状態での競技実施、器具の消毒等

を徹底する。 

毎回、小学校低学年の子どもから高齢者まで、幅広い年齢層

が参加し、和気あいあいと行われている大会であるため、今回

も感染症防止対策を図りながら、安全に楽しく開催したい。 

 

 

報告事項 5 について、図書館長兼郷土資料館長から説明を求

めた。 

 

 

図書館では、不用となり除籍された本や市民から提供さ

れた本などを有効活用するため、「リサイクルフェア」を

開催している。 

毎年多くの市民にリサイクル資料を活用していただい

ていたところであるが、今回は、過去の利用人数が新型コ

ロナウイルス感染症拡大防止の観点により、設定した会場

の定員数を大幅に超えていることから、昨年に引き続き中

止とするものである。 

 

 

その他の報告について、説明を求めた。 

 

 

 羽生市スポーツ推進委員だよりを配付した。これは羽生

市スポーツ推進委員会で地区ごとに作成し、年に 1 回発行

している。表紙及び 2、3 ページ目の見開きの記事は共通 
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会議事件名 て ん 末 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

報告事項 1 

羽生市立小中学校適正

規模・適正配置に関する

基本方針案 (答申 )に

ついて  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教育長 

 

 

 

 

 

 

 

 

教育長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教育長 

 

 

教育長 

の内容になっており、最後のページのみが地区ごとに異な

る。今回で第 10 号の発行であり、地区の皆様にスポーツ

推進委員会の活動をお知らせするパンフレットである。 

今回の特集では、昨年度スポーツ推進委員が考案した筋

力アップ体操を紹介している。市のホームページから動画

を視聴することができるので、是非御覧いただきたい。ま

た、最後のページでは 11 月下旬から 12 月中旬にかけて各

地区で開催されるニュースポーツ出前教室の案内が掲載

されている。 

 

 

報告事項 2 から 5 について、質問・意見を求めた。 

 

特になし 

 

報告事項 2から 5については、よろしいか。 

 

異議なしの声あり 

 

 

 報告事項 1については、会議を非公開とする。 

 

 

（会議非公開） 

 

 

 

 

 

 

これより、会議を公開とする。 

 

 

 議案第 56号について、学校教育課長から説明を求めた。 
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会議事件名 て ん 末 

日程第 4 

議案第 56号 

羽生市立小・中学校

事務共同実施組織運営

規程の一部を改正する

規程 

 

学校教育課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教育長 

 

 

 

教育長 

 

 

 

教育長 

 

 

教育長 

 

  

本市では、羽生市立小・中学校事務共同実施協議会を設置し、

学校事務の共同実施により、複数の学校に係る業務を効果的か

つ効率的に実施することで、学校事務の適正かつ円滑な執行、

事務処理体制の確立及び事務機能の強化を図ってきた。この度、

さらなる業務の効率化や組織体制の強化等を目的とし、規程の

一部を改正するものである。  

主な改正内容としては、第 2 条（組織）にて、現在各小中学

校に 1 名配置されている事務職員の職務を、東中部会、西中部

会、南中部会の 3 つの部会を組織し、共同で行っていくことを

明確にした。第 3 条（業務）では、共同実施における業務につ

いて、事後確認の作業をより明確に位置付けたほか、新任の事

務職員が配置された学校や事務職員の欠員が生じた学校に対す

る支援を明確にした。第 4 条（運営協議会）では、部会間の情

報を共有し、協議会を運営する組織として「羽生市立小・中学

校事務共同実施運営協議会」を置くことを規定した。第 5条（服

務）においては、事務職員を通常勤務している学校以外で兼務

させる場合の手続き等を整理したものである。 

 

 

 議案第 56号について、質問・意見を求めた。 

 

 特になし 

 

 議案第 56号については、よろしいか。 

 

異議なしの声あり 

 

議案第 56号は、可決された旨宣した。 

 

 

 議案第 57号について、生涯学習課長から説明を求めた。 
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会議事件名 て ん 末 

議案第 57号 

羽生市放課後子ども

教室事業実施要綱の

一部を改正する要綱  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議案第 58号 

羽生市産業文化ホール

条例施行規則の一部を

改正する規則  

 

生涯学習課長 

 

 

 

 

 

 

 

教育長 

 

 

 

教育長 

 

 

 

教育長 

 

 

教育長 

 

 

生涯学習課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教育長 

 

 令和 3年 2月 15日付け経営会議兼行政改革推進本部の決定に

より、各手続きにおける押印（署名）の見直しを実施し、様式

の改正を行うものである。 

 参加申込書（様式第 1 号）及び指導員登録申込書（様式第 2

号）の申込者氏名を記入する部分の押印箇所を削除するもので

ある。 

  

 

 議案第 57号について、質問・意見を求めた。 

  

 特になし 

 

 議案第 57号については、よろしいか。 

 

異議なしの声あり 

 

議案第 57号は、可決された旨宣した。 

 

 

議案第 58号について、生涯学習課長から説明を求めた。 

 

 

令和 3年 2月 15日付け経営会議兼行政改革推進本部の決定に

より、各手続きにおける押印（署名）の見直しを実施し、様式

の改正を行うものである。 

利用許可申請書（様式第 1 号）、利用許可書（様式第 2 号）、

利用許可変更申請書（様式第 3号）、利用変更許可書（様式第 4

号）、使用料減免申請書（様式第 5 号）、使用料還付申請書（様

式第 6 号）の申請者氏名を記入する部分の押印箇所を削除する

ものである。 

 

 

議案第 58号について、質問・意見を求めた。 
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会議事件名 て ん 末 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議案第 59号 

羽生市立図書館管理規則

の一部を改正する規則 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教育長 

 

 

 

教育長 

 

 

教育長 

 

 

 

図書館長兼郷土資料館長 

 

 

 

 

 

 

教育長 

 

 

 

教育長 

 

 

 

教育長 

 

 

教育長 

 

 

 

特になし 

 

議案第 58号については、よろしいか。 

 

異議なしの声あり 

 

議案第 58号は、可決された旨宣した。 

 

 

議案第 59号について、図書館長兼郷土資料館長から説明を求

めた。 

 

 

性的少数者の人権擁護の観点から、令和 3年 7月に策定した

「各種申請書等の性別欄に関する見直し方針」に基づき、様式

の改正を行うものである。 

利用カード交付申請書（様式第 1号）の、性別記載欄を削除

するものである。 

 

 

議案第 59号について、質問・意見を求めた。 

 

特になし 

 

議案第 59号については、よろしいか。 

 

異議なしの声あり 

 

議案第 59号は、可決された旨宣した。 

 

 

議案第 60号及び議案第 61号は、会議を非公開とする。 
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会議事件名 て ん 末 

議案第 60号 

議会の議決を経るべき

議案について (羽生市

産業文化ホール指定

管理者の指定について) 

 

 

議案第 61号 

議会の議決を経るべき

議案について(令和3年度

教育費補正予算(第10号)

について ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

閉  会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教育長 

 

 

教育長 

 

 

教育総務課長 

（会議非公開 可決） 

 

 

 

 

 

 

（会議非公開 可決） 

 

 

 

 

 

これより、会議を公開とする。 

 

 

次回教育委員会日程について、事務局より説明の旨。 

 

 

12月定例教育委員会は、12月 15日 午後 1時 30分より、301

会議室にて開催する。 

 

 

閉会を宣した。 

 

 

 

 

教育長                 

 

委 員                 

 

委 員                 

 

書 記                 


